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経営幹部にとっての内部統制

１ 意思決定とマネジメントの仕組みをつくる内部統制

２ リスク受難時代の生き残り戦略としての内部統制

３ 限られたスタッフと予算で構築・運用する内部統制

４ 内部統制の成功要因は経営者の行動姿勢
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１ 意思決定とマネジメントの仕組みをつくる内部統制

1-1 Ｊ－ＳＯＸのフレームワークはマネジメントの仕組みそのものである
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１ 意思決定とマネジメントの仕組みをつくる内部統制

1-２ 内部統制の基盤・・・健全な内部統制環境

◇経営者の真摯な態度及び行動や誠実性を反映して形成される

◇企業活動を適正かつ効率的に運営するための価値観・組織・規則等

◇企業構成員の様々な行動の基礎であり、事業活動、指揮監督はこの環境下で実施される

◇内部統制環境は事業目標等の策定、経営組織の組成、リスクマネジメント及び内部統制の他の構成要素に影響

経営者の経営基本方針
及び遵守姿勢の明確化

行動規範の作成と周知徹底

適正な経営組織の構築

権限と責任、指揮系統、
報告系統の規定化

取締役会・監査委員会
の有効な機能

教育・研修の実施

懲戒する仕組みの構築

業績評価の明確化

企業グループ全体で共有
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１ 意思決定とマネジメントの仕組みをつくる内部統制

1-３ 内部統制の基盤・・・円滑な情報伝達

◇企業の適正かつ効率的な事業活動遂行のためには情報の識別・収集・処理及び伝達が不可欠

◇伝達手段（公式・非公式）及び形式（文書・口頭等）にこだわらない

◇組織内の上から下へ（指揮命令情報）、下から上へ（意思決定に必要な情報）の円滑な情報伝達

◇組織外へ（財務情報・方針等）、組織外から（顧客ニーズ等）の伝達手段の確立

◇情報システムの活用による情報伝達も内部統制上重要な位置づけである

◇重大事象発生時の行動手続き・情報伝達方式・連絡先の明確化

上位者

下位者

情報 情報

組織内部 組織外部

目的適合性・適時性・正確性・
信頼性・可用性・・・
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１ 意思決定とマネジメントの仕組みをつくる内部統制
1-４ コーポレートガバナンス

◇国際的な理解：コーポレートガバナンスの定義
コーポレート・ガバナンスは、会社経営陣、取締役会、株主及び、ステークホルダー（利害関係者）間の一連の関係に関わる
ものである。コーポレート・ガバナンスは、会社の目標を設定し、その目標の達成するための手段や会社業績を監視するため
の手段を決定する仕組みを提供するものである。良いコーポレート・ガバナンスは、取締役会や経営陣に、会社や株主の利
益となる目標を追求するインセンティブを与え、有効な監視を促進するものであるべきである（OECD 2004，）

◇日本におけるコーポレートガバナンスの理解
日本では2005 年に、経済産業省がコーポレートガバナンスとは「企業経営を規律するための仕組み」と定義している。
そのための取り組みとして、「①企業風土による規律」「②企業経営者を監督または監視・検証する仕組」などが必要とされて
いる
最近の日本では、「企業は一体誰が支配・監督していくか」という議論とともにコーポレートガバナンスの問題が取り上げられ
ることから、コーポレートガバナンスとは、後者（②）に関する意味が強い傾向にある。

◇有価証券報告書における開示強化（２００５年）

有価証券報告書に記載された内容が適正であることを代表者が確認した旨を

記載した書面を添付

代表者の確認

①経営成績に重要な影響を与える要因についての分析

②資本の財源および資金の流動性にかかわる情報

経営者による財務・経営成績の分析

事業の状況・経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項

リスクに関する情報

①会社の機関の内容 ②内部統制システムの整備状況

③リスク管理体制の整備の状況 ④役員報酬の内容 ⑤監査報酬の内容

コーポレート・ガバナンスに関する情報

内容例追加項目

コーポレートガバナンスとは、会社を預かる経営執行者がその責任を全うすることを
確保するための仕組みでありステークホルダーに対する説明責任行為である。
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１ 意思決定とマネジメントの仕組みをつくる内部統制
1-５ コーポレートガバナンスの仕組みとしての内部統制

取締役会

監査役

経営者

管理者

担当者

顧客・取引先地域社会

株主
ステーク
ホルダー

内部統制の仕組み

コーポレートガバナンスは、経営者が自己の
責任をどのように果たしているかをステーク
ホルダーに説明できるように、自己の企業経
営という職務を果たす為の仕組みである。

①リスクマネジメントと統合された内部統制
そのものである。

②有効なリスクマネジメントと統合された内
部統制を構築、維持することによって自己の
責任を全うすることが可能となる。
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１ 意思決定とマネジメントの仕組みをつくる内部統制

1-６ 能動的に取り組めば経営者の意思決定の仕組みとなる：Ｊ－ＳＯＸの効果と期待

◇Ｊ－ＳＯＸ 法対応のアプローチ
①SOX 法が求める要件である財務報告に係る内部統制には対応するが、投入するコストと資源は最小限に抑える（受動的）
②コーポレートガバナンス／コンプライアンス関連コストを投資とみなしてそれに見合ったリターンを求める（能動的）

◇能動的アプローチの場合の効果と期待
①社内の業務を効率化

●内部統制によって業務の効率化につながることが期待できる。
これは内部統制を行う目的の1 つであり、J-SOX フレームワークでは「業務の有効性と効率性」として挙げられている。

② アウトソーシングやシェアードサービス化につながることが期待できる。
●内部統制で業務を標準化した結果、他社と業務プロセスやデータを共有することが容易となり、シェアードサービスやアウ
トソーシングも行いやすくなる。

③属人化防止と人材育成効果
●J-SOX 法対応の1 つである、文書化作業を通じて属人化防止と人材育成効果が期待できる。
文書化を法対応のためだけに進めてしまうと、似て非なる文書など無駄が発生し、文書の維持管理コストが増大するなど
の危険がある。

④ リスクマネジメントの強化

●内部統制によって事故や不祥事などのリスクを防ぐことが期待できる。
広義の内部統制は財務報告の信頼性確保のためだけのものではない。
内部統制は事業活動に伴って生ずるリスクの評 価を行い、そのリスクをコントロール（最小化）するための仕組みを整備
し、最後に監査によってコントロールが有効に機能しているかどうかを確かめるという一連の流れの中でとらえることが重
要である。

⑤ コーポレートガバナンスの強化
●内部統制によって企業のコーポレートガバナンスが強化されることが予想される。
そのためには、経営の監督者と執行者を明確に分離し、経営の透明性を上げるとともに、コーポレートガバナンスの確立
に取り組むことが肝要である。コーポレートガバナンスを日常の業務活動の中で実践するためには、経営基盤として内部
統制が不可欠である。
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２ リスク受難時代の生き残り戦略としての内部統制

◇アメリカの「サーベンス・オクスリー法」、イギリスの「統合規定」、フランスの「金融安全法」など、公開企業

の不正行為を防止する法整備が先進国で広がりつつある。

◇日本でも遅ればせながらＪ－ＳＯＸがスタートしたが、ルールを守るという受け身の態度で臨むのではなく、

これを契機に、これまで中途半端に終わっていた、業務改革や意識改革、リスクマネジメント、ガバナンスの

再構築に取り組むべきであり、賢い企業はこのように認識している。

◇内部統制基準の真意

●内部統制基準の狙いは、アメリカで生じたような会計不祥事を日本において起こさせないことにある。

●従って「整備された内部統制に関する記録」「経営者評価の手続きと結果の記録」を求めている。

●監査法人も同時に、これらの記録を検証した上で監査意見を表明することが求められる。

●即ち、経営者評価及び監査法人による監査は、経営者と監査法人双方にとって、今までの財務諸表監査

とは異なる負担が求められる。裏返せばステークホルダーへの責任が重くなることを意味する。

●内部統制基準が導入された後には、次のようなことが問われる。

①内部統制は適切に機能していたか。それらは適切に記録されているか。

②経営者評価で、経営者はＯＫ（無限定適正）と結論づけているか。

③監査法人は適切に内部統制の監査を実施していたか。

●換言すれば、経営者は一担当者の不正や処理ミスについて「知らぬ、存ぜぬ」と言い訳ができない。

２－１ グローバル競争の必須条件
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２ リスク受難時代の生き残り戦略としての内部統制

２－２ 業務にまつわる不正行為：内部統制上の欠陥

⑪社長独断による債務保
証

⑪修繕費の水増し請求書
による着服

⑪請求書の水増しによる差
額金着服

⑩貸倒処理済みの貸付金
の着服

⑩銀行振込依頼書の偽造⑩未出荷商品の売上計上

⑨担保物件の横流し⑨会社の金を商品取引で
運用し、取引報告書を偽造

⑨架空売上と業績の水増
し。翌期の返品処理

⑧情実による貸し付けの焦
げ付き

⑧架空の預金証書を作成
し、これを担保に資金借入

⑧リベートの水増しによる
バックリベートを着服

⑦有価証券の預かり証を
偽造

⑦総務部員が収入印紙を
金券ショップに持込み換金

⑦在庫の実在生を偽装⑦出荷担当者と営業担当
者が結託し、売掛け金着服

⑥廃棄株券を処分せず、
質入れして着服

⑥自社の商品券を交際費
の名目で持出し、換金着服

⑥棚卸資産の架空計上⑥見本品として貸与した名
目として、支払われた商品
代金着服

⑤通勤費のごまかし⑤予備株券により株券を偽
造し、現金化着服

⑤経理部員が領収書を発
行し、現金着服

⑤在庫の横流し⑤長期滞留在庫の横流し

④従業員の社会保険料を
納付せず着服

④必要以上の借入により、
金融機関から個人にバック

④経理部員が架空の会社
に小切手を振出し、換金化

④取引先からの依頼による
架空仕入れ計上

④返品手続きの不備によ
る横流し

③残業代の過剰請求③簿外の融通手形の振り
出し

③経理部員が私的な買い
物に会社の小切手を利用

③取引先からのリベートの
着服

③棚卸手続きの不備によ
る横流し

②他の従業員の残業代を
横領

②書き損じを装った手形の
不正振り出し

②経理部員が会社の普通
預金口座の金を私用に流
用

②取引先と共謀し、架空取
引・請求による入金を着服

②不正な受注入力処理に
よる架空売上計上

①前歴の未確認のまま採
用し、不正行為が発生

①手形を余分に振り出し、
町の金融業者で割引着服

①経理部員が小口仮払金
を私用に繰り返し流用

①取引先に過大に支払、そ
の返金を着服

①与信限度額を超えた売
上の不正計上

人事業務に係る不正行為財務業務に係る不正行為経理業務に係る不正行為購買業務に係る不正行為営業や販売業務に係る不
正行為
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内部統制

２ リスク受難時代の生き残り戦略としての内部統制

◇リスクマネジメントと一体となって機能する内部統制の構築の必要性

●内部統制は、リスクマネジメントを適切に行うために不可欠であり、したがって、内部統制はリスクマネジメントを支えるもの
ということができる。
●一方で、内部統制が有効であるためには、それがリスクマネジメントによる総合的なリスクの評価等を踏まえて、構築・運用
される必要がある。
●適切なリスクマネジメント及び内部統制を構築することは、経営者が経営者たるための前提であるということができる。
強固なリスクマネジメント及び内部統制が構築されていることにより、経営者は、より適正で大胆な経営判断を行うことが可
能となる。

◇企業の直面するリスクと内部統制の関係

企業の持続的価値企業の持続的価値

事業活動の遂行に関連するリスク

適正かつ効率的な業務の遂行に係る不確実性
○ コンプライアンスに関するリスク
○財務報告に関するリスク
○商品の品質に関するリスク
○情報システムに関するリスク
○事務手続きに関するリスク
○ モノ、環境に関するハザードリスク
○ ・・・・・

事業活動の遂行に関連するリスク

適正かつ効率的な業務の遂行に係る不確実性
○ コンプライアンスに関するリスク
○財務報告に関するリスク
○商品の品質に関するリスク
○情報システムに関するリスク
○事務手続きに関するリスク
○ モノ、環境に関するハザードリスク
○ ・・・・・

事業機会に関連するリスク
経営上の戦略的意思決定における不確実性
○新事業分野への進出に係るリスク
○商品開発戦略に係るリスク
○資金調達戦略に係るリスク
○設備投資に係るリスク

○ ・・・・・・

事業機会に関連するリスク
経営上の戦略的意思決定における不確実性
○新事業分野への進出に係るリスク
○商品開発戦略に係るリスク
○資金調達戦略に係るリスク
○設備投資に係るリスク

○ ・・・・・・

影響 支持

支援 反映

２－３ 内部統制の主流はリスクマネジメント
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２ リスク受難時代の生き残り戦略としての内部統制

２－４ リスクの算定～評価～対策

影響度

発
生
可
能
性

小 大

小

大

Ｒ

Ｅ

Ｃ

Risk 対応を全く想定しない状態のリスク

Control リスクを減少させるための対策

Exposure リスク対策を講じた後の企業が直面している残留リスク

Ｃ対策の分類

①移転：リスクを保険、契約等により他へ転嫁したり、分担
させる。

（例）保険をかけたり、契約によりリスクをとらないようにする。

② 回避：経営資源を発生の可能性のあるリスクに関係させ
ない。

（例）リスクのある事業・活動について着手しないか、継続しない。

③ 低減：リスクの影響度又は発生可能性を低減させる。
（例）情報処理センターを２箇所にしてバックアップ体制を構築する

など、コントロールを強化する。

④ 保有：上記の対策によらず、リスクをそのまま受け入れる。

Ｅ＝Ｒ－Ｃ

Ｃの対策が強化されればＥは小さくなる
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２ リスク受難時代の生き残り戦略としての内部統制

２－５ ビジネス上の三大リスクと対応

戦略・事業リスク

外部経営環境リスク

顧客リスク

経営資源リスク

競争相手リスク

資本提供者リスク

ビジネスプロセスリスク

財務状況リスク

マネジメントリスク

企業価値創造リスク

戦略・事業リスク

外部経営環境リスク

顧客リスク

経営資源リスク

競争相手リスク

資本提供者リスク

ビジネスプロセスリスク

財務状況リスク

マネジメントリスク

企業価値創造リスク

コンプライアンスリスク

基本行為リスク

経営陣の行為リスク

不公正取引リスク

知的財産保護リスク

消費者保護リスク

就業・労務関係リスク

環境関係リスク

業法関係リスク

コンプライアンスリスク

基本行為リスク

経営陣の行為リスク

不公正取引リスク

知的財産保護リスク

消費者保護リスク

就業・労務関係リスク

環境関係リスク

業法関係リスク

財務報告・情報開示リスク

誤謬リスク

不正リスク

ゴーイングコンサーン開示リスク

財務報告・情報開示リスク

誤謬リスク

不正リスク

ゴーイングコンサーン開示リスク

リスクマネジメント

外部要因に左右されるため、
コントロールによる目的達成は困難

統制活動（コントロール）
により目的達成可能
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リスクの処理手法

自社

の損失

補填

（社外）

危機

リスク
発生

①リスク

コントロール

②クライシス

コントロール
③リスク

ファィナンシング

損失

大

時間

損失を小さくするための

積極的な対策を実施

危機発生後に実施する

リスクコントロール

経済的損失を補填する

ための資金繰り手法

損失
発生

２ リスク受難時代の生き残り戦略としての内部統制

２－６ リスクマネジメントと危機管理
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３ 限られたスタッフと予算で構築・運用する内部統制

３－１ 内部統制／企業の取り組みとコンサルティング

企

業

の

取

り

組

み

コ

ン

サ

ル

テ

ィ

ン

グ

◇方針の浸透度

◇エラー割合・金額

◇重要性判定等

概ね６ヶ月でシステム整備・構築 概ね６ヶ月で運用・評価 期末前２ヶ月で是正・改善完了

◇目標明確化浸透

◇体制・チーム確立

◇スケジューリング

◇資源配分等

◇行動規範

◇職務分掌設計

◇諸規定整備等

◇勘定科目の特定

◇対象会社の特定

◇業務ﾌﾟﾛｾｽの特定

◇業務ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ

◇ＲＣＭ

◇業務記述書

◇経営者の方針

◇取締役会の機能

◇コミュニケーション

◇質問・視察

◇職務分掌規定

◇決済規定

◇関連文書間整合

◇実証的テスト

◇整備上の欠陥確認

及びプロセス再設計

◇運用上の欠陥確認

及び再テスト等

経営者（自己）による財務報告に係る内部統制の構築・運用・評価プロセス

◇整備及び運用に関する事項

◇評価の範囲及び評価時点

◇評価手続き、評価結果

◇付記事項

内部統制
評価計画策定

内部統制
の整備

評価対象
範囲の選定

全般的統制
の評価

業務処理統制
の評価

評価結果の分析
と記録保存

是正・改善策
の実施

内部統制

評価報告書

財務報告プロセス統制の運用・評価内部統制の整備・構築 財務報告プロセス統制の是正・改善

内部統制の整備・構築支援コンサルティング 内部統制の評価・是正・改善支援コンサルティング

文
書
化
ソ
フ
ト
導
入

導入準備

文書化ソフト導入

ソフトを使ったＲＣＭ等作成

内部統制運用記録
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３ 限られたスタッフと予算で構築・運用できる中堅企業向けの内部統制

３－２ スタッフと時間に限界・・・２００８／４からのＪ－ＳＯＸ法律適用迄に間に合うのか？
コンサルティング対象作業 推進ＰＪが自主的に行う活動

Ａ評価：実施基準レベル　　　Ｂ評価：日本公認会計士協会レベル

1

2
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4

5

6

7

8

9
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11
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14

15

16

17

18

19

20

21

22
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本格運用期間

業務ﾌﾟﾛｾｽの見える化／ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ作成

10

現状業務ﾌﾟﾛｾｽ調査

リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスの抽出

評価対象範囲の選定（勘定科目／会社／プロセスなど）

現状調査・分析結果整理

法令その他の規範の確認手順の確立

決算・財務報告に係る業務プロセスの改善

11
内部統制に係る基本知識研修（経営層）

SOX対応プロジェクトの整備・設置

J-SOX実施基準とのギャップ分析（Ａ評価）

3 4 59 10

準
備

同上に係る評価～是正処置

SOX対応教育訓練（関係会社）

外部監査人との調整・合意（２回目：業務プロセス確認／運用前確認）

新組織／責任・権限の見直し

業務運用／内部統制ﾏﾆｭｱﾙ作成

重要業務運用規定作成

業務プロセス／ＲＣＭ自己点検（整備段階の評価）

運
用
・
監
査

経
営
者
評
価

本
格
運
用

本格運用／経営者による評価及び改善

内部統制報告書作成

内部統制運用～自己点検／ウォークスルー（運用段階の有効性評価）

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによる模擬監査

内部統制に係る監査（内部監査／監査役）

是正処置及びプロセスの再設計・見直し

業務ﾌﾟﾛｾｽのﾘｽｸ分析

分
析
・
計
画

シ
ス
テ
ム
構
築
・
文
書
化

ﾘｽｸｺﾝﾄﾛｰﾙﾏﾄﾘｸｽ表作成

新業務・点検ﾌﾟﾛｾｽの設計／業務記述書作成

業務プロセスに係る内部統制の改善指示書作成及び改善実施

ＩＴ統制／情報ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ設計

重要な事業拠点の選定

SOX対応全体計画作成

SOX対応基本方針設定／文書化

外部監査人

作業項目

ＳＯＸ（内部統制）対応プロジェクト実行計画

調
査

611 12 1 27

業務プロセス／ＲＣＭ整備段階ウォークスルー（整備段階の有効性評価）

内部統制に係る教育計画作成（ＲＣＭの実践に係る担当者教育）

業務委託先管理に係るSOX対応確認

連結子会社のSOX対応計画確認

内部統制に係る内部監査計画作成

内部監査人養成教育

業務プロセスに係る内部統制の運用状況の改善指示書作成及び改善実施

経営者による内部統制評価（点検・レビュー）

外部監査人との調整・合意（３回目：本格運用前確認）

実際の評価期間における本格運用

外部監査人による内部統制監査

業務プロセスに係る内部統制の不備と重要な欠陥の把握

業務プロセスに係る内部統制の不備と重要な欠陥の改善指示書作成及び改善実施

経営者による内部統制報告書作成～評価

本格運用／整備段階評価及び改善

本格運用／運用段階評価及び改善

本格運用／内部監査

外部監査人による内部統制監査報告書

7 8 9

内部統制に係る基本知識研修（一般）

外部監査人との調整・合意（１回目：全社統制／基本計画）

全社的な内部統制の整備状況と運用状況評価（Ｂ評価）

全社的な内部統制の改善

全役職員へのSOX対応方針の啓発・教育／実施基準学習

決算・財務報告に係る業務プロセスの整備状況と運用状況の評価（Ａ・Ｂ評価）

4
                                    整備・構築・試行運用期間

12 1 2 38 5 6 7担当

２００７ ２００８ ２００９
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３ 限られたスタッフと予算で構築・運用できる中堅企業向けの内部統制

３－３ ツールと構築ノウハウが解決します！！

ステップ３へ

財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の作業ステップに必要なツール及びワークシート

１．基本的計画及び方針の決定
経営者は、内部統制の基本方針に係る取締役会の決定を踏まえ、財務報告に係る内部統制を組織
内の全社的なレベル及び業務プロセスのレベルにおいて実施するための基本的計画及び方針を決
定。
＊経営者が定めるべき基本的計画及び方針としては、以下があげられる。
①構築すべき内部統制の方針・原則、範囲及び水準
②内部統制の構築に当たる責任者及び全社的な管理体制
③内部統制構築の手順及び日程
④内部統制構築 係る人員及びそ 編成 教育 訓練 方法など

２．内部統制の整備状況の把握
内部統制の整備状況を把握し、その結果を記録・保存
①全社的な内部統制について、既存の内部統制に関する規程、慣行及びその遵守状況等を踏ま
え、全社的
　な内部統制の整備状況を把握し、記録・保存。
＊暗黙裏に実施されている社内の決まり事等がある場合には、それを明文化。
②重要な業務プロセスについて、内部統制の整備状況を把握し、記録・保存。
　◇組織の重要な業務プロセスについて、取引の流れ、会計処理の過程を整理し、理解する。
　◇整理、理解した業務プロセスについて、虚偽記載の発生するリスクを識別し、それらリスクの財務
報告又
は勘定科目等との関連性 業務の中に組み込まれた内部統制によ て十分に低減できるものに

３．把握された不備への対応及び是正
把握された不備は適切に是正。

ス
テ
ッ
プ
１
　
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
構
築
の
プ
ロ
セ
ス

全社的な内部統制の評価
（原則、全ての事業拠点について全社的な観点で評価）

決算・財務報告に係る業務プロセスの評価
（全社的な観点での評価が適切なものについては、全社的な内部統制に準じて評価）

決算・財務報告プロセス以外の業務プロセスの評価

１．重要な事業拠点の選定
売上高などを用いて金額の高い拠点から合算し、全体の一定割合（例えば、概ね３分の２程度）に
達するま
での拠点を重要な事業拠点として選定。
＊事業拠点には、本社、子会社、支社、支店の他、事業部等も含まれる。

境 事 特性 指 追 指 があ

２．評価対象とする業務プロセスの識別
①重要な事業拠点における、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目（一般的な事業会社の場
合、原則と
　して、売上、売掛金、棚卸資産）に至る業務プロセスは、原則として全て評価対象。
＊当該重要な事業拠点が行う事業又は業務との関連性が低く、財務報告に対する影響の重要性が
僅少で
　ある業務プロセスについては、評価対象としないことが出来る。
②重要な事業拠点及びそれ以外の事業拠点において、財務報告への影響を勘案して、重要性の大
きい業
　務プロセスについては、個別に評価対象に追加。
（例）
　◇リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス
　◇見積もりや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス
　◇非定型・不規則な取引など虚偽記載が発生するリスクが高いものとして、特に留意すべき業務
プロセス
③全社的な内部統制の評価結果を踏まえて 業務プロセスに係る評価の範囲 方法等を調整

評価範囲について、必要に応じて、監査人と協議

３．評価対象とした業務プロセスの評価
①評価対象となる業務プロセスの概要を把握、整理。
②業務プロセスにおける虚偽記載の発生するリスクとこれを低減する統制を識別。
③関連文書の閲覧、質問、観察等により内部統制の整備状況の有効性を評価。
④関連文書の閲覧、質問、観察、内部統制の実施記録の検証、自己点検の状況の検討等により、
内部統
　制の運用状況の有効性を評価。

が プ グ

４．内部統制の報告
①内部統制の不備が発見された場合、期末までに是正。
②重要な欠陥が期末日に存在する場合には、開示。

ス
テ
ッ
プ
２
　
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
評
価
・
報
告
の
流
れ

WT01
内部統制プロジェクトスケジュール管理表

WT02
推進体制　役割と責任

ステップ２に準じて事前準備する

WT03
全社的内部統制評価チェックリスト

WT04
全社的内部統制改善報告書・指示書

WT08
決算・財務報告に係る業務プロセス評価
チェックリスト

WT05
事業拠点選定リスト

WT06
重要な勘定科目選定ワークシート

WT09
内部統制／文書化ワークシート

WT11
業務プロセス運用状況の有効性評価
ワークシート

WT13
業務プロセスに係る不備の評価と対応
ワークシート

WT07
業務プロセス選定ワークシート

WT10
業務プロセス整備状況の有効性評価
ワークシート

T01                                   ﾘｽｸｺ
ﾝﾄﾛｰﾙの要点ﾘｽﾄ/ｷﾞｬｯﾌﾟ分析ﾁｪｯｸ
ﾘｽﾄ

T02 　　　　                                  統制
行為とアサーション事例

T03-1         　　　　                          業
務プロセスとリスクコントロール
雛形リスト

T03-2         　　　　                          業
務プロセスとリスクコントロール

T04         　　　　                          JIS
Q27002情報セキュリティ対策　　資料抜
粋

ステップ２より

業務プロセスに係る内部統制の有効性の確認
◇サンプリングにより確認
　　（９０％の信頼度を得るには、統制上の要点毎に少なくとも２５件のサンプルが必要）
＊反復継続的に発生する定型的な取引等については、サンプル数の低減等が可能

業務プロセスに係る内部統制の不備を把握

①不備の影響が及ぶ範囲の検討
業務プロセスから発見された不備がどの勘定科目等に、どの範囲で影響を及ぼしうるかを検討
◇ある事業拠点に置いて、ある商品の販売プロセスで問題が起きた場合、当該販売プロセスが当該
事業拠
　点に横断的な場合には、当該事業拠点全体の売上高に影響を及ぼす。
◇問題となった販売プロセスが特定の商品に固有のものである場合には、当該商品の売上高だけ
に影響を
　及ぼす。

プ

②影響の発生可能性の検討
①で検討した影響が実際に発生する可能性を検討
◇発生確率をサンプリングの結果を用いて統計的に導き出す。
◇それが難しい場合には、リスクの程度を発生可能性を、例えば、高、中、低により把握し、それに
応じて、
　予め定めた比率を適用する。
影響の発生可能性が無視できる程度に低いと判断される場合には 判定から除外

③内部統制の不備の質的・金額的重要性の判断
①及び②を勘案して、質的重要性及び金額的重要性（例えば、連結税引き前利益の概ね５％程度）
を判断
＊不備が複数存在する場合には これらを合算（重複額は控除）する

質的又は金額的重要性があると認められる場合、重要な欠陥と判断
　　◎是正されずに期末日に残っている「不備」の内、例えば連結税引き前利益の５％を超えるような
不備を

「重要な欠陥 とする

ス
テ
ッ
プ
３
　
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
係
る
内
部
統
制
の
不
備
の
検
討

WT14
内部統制報告書

WT11
業務プロセス運用状況の有効性評価
ワークシート

WT12
内部監査報告書

WT13－①
業務プロセスに係る不備の対応一覧

WT13－②
業務プロセスに係る不備の代替統制・補
完統制の評価

WT13－③
業務プロセスに係る不備の影響金額の推
定と重要な欠陥の判定

◇実施基準のステップ毎に必要なテンプレート、作業ツールをテキスト

データで提供します。

◇実施基準レベル、日本公認会計士協会レベルの２つのスタイルで選択

できます。

チェックシート、記録様式等の作業ツール

リスクコントロール等資料集
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３ 限られたスタッフと予算で構築・運用できる中堅企業向けの内部統制

３－４ 「継続的な、身の丈にあった内部統制」の構築・運用

体
制

内部統制構築・運用の支援者コンサルタント

内部統制の実践者部門責任者及び担当者

ＰＪ推進事務局ＰＭＯ

内部統制体制構築のリーダーシップ経営者

対
象
の
選
定 ＥＲＭ及び事業ニーズから選定ビジネスリスク管理

内部統制リスクの要因を配慮して選定勘定科目

財務報告の信頼性、透明性から選定業務プロセス

リスク管理の必要性、重要性から選定事業及び事業所

時
間
管
理

実戦部隊参画の機会設定と運用移行参画のタイミング

作業項目毎にメンバーの役割設定役割

メジャーポイント、直前目標の設定マイルストーン管理

１２ヶ月の作業実行スケジュールマスタープラン

財
産

リスクアセスメントのＰＤＣＡ継続的改善

重点管理、必然管理、見える化管理業務の効率化

チェックリスト、ＲＣＭ等の標準資料標準化

内部統制リスク、ビジネスリスク管理リスクマネジメント

◇内部統制プロジェクトで重視するテーマ

役割認識、全員参画、自主運営を意識して進め
ることにより、実践的な組織能力を獲得。

企業に必要な内部統制リスク、ビジネスリスクを
選択管理することにより、ムダな作業を回避。

全体日程とポイント日程を意識して管理し、ＰＪ推
進者と本番移行後の実務者の役割を認識。

内部統制体制の実現だけでなく、ERM/PDCAの

継続的な経営管理システム実践の仕組み実現。

継続的な、身の丈にあった内部統制



あどばる経営研究所A.V.MANAGEMENT

４ 内部統制の成功要因は経営者の行動姿勢

４－１ 内部統制を業務改革にするのはトップの決意とミドルの実力

◇beyond SOXの精神で業務改革を進める
○ ＳＯＸ法をとにかく遵守するだけという後ろ向きの姿勢ではなく、ＳＯＸ法をテコに全社的業務改革をテコ入れし、企業ＤＮＡ

を進化させようとする行動姿勢が重要である。

○ 内部統制の主役は、その精神からしてＣＥＯであることは間違いないが、変革プロジェクトに棹さすのもミドルならば、ボトル

ネックになるのもミドルマネジャーである。

○ 内部統制は、現場で起こった不祥事や事故について「担当者に任せていますので、私はよくわかりません」といった言い訳

は許されない。「権限委譲しても、責任は委譲できない」という厳しい覚悟が求められる。

◇誰が内部統制を業務改革に結びつけるか

○ 内部統制システムの構築は、経理部門や監査部門、企画部門によって粛々と進められるものではない。トップマネジメント

の決意とミドルマネジメントの実行力が一体化して初めて実現する。

◇日本企業に欠けているプロセスオーナーの精神

○ 購買、販売、製造、会計等の機能毎に部門長が各プロセスオーナーを務め、彼らの責任の下、これらのプロセスを標準化

し、その運用ルールを決める。つまり、機能軸から見たプロセスガバナンスが構築されるべきである。

○ ＳＯＸ法は財務報告に係る内部統制であり、換言すれば事業軸でみたプロセスガバナンスが構築されることとなる。

○ 機能軸と事業軸のマトリクス型内部統制を、現実的かつ効果的に実現できるのは、現場の真実を知る者しか不可能であり、

各プロセスのオーナーである部門長の役割は大きい。

○ 内部統制の目的を、単なるコンプライアンスから業務改革や企業ＤＮＡの進化へと発展させるには、経営者のコミットメント

は言うまでもなく、ミドルマネジャーの意識の高さと実行力にかかっている。
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４ 内部統制の成功要因は経営者の行動姿勢

４－２ 統制環境と統制活動が決め手

◇企業不祥事の背景にある２つの共通点→いずれも経営者のリーダーシップの欠如／自覚と責任の認識のズレの問題である

①事業活動や業務を遂行する上で遵守しなければならない法令等を守っていない・・・倫理的に正しくない行動

②不祥事が明るみに出た時点で、詳細情報が社長に正確に伝わっていない

◇統制環境は存在するが十分に機能していないことが問題である→その対策は以下である

①統制環境の要因である「誠実性と倫理的価値観」について、経営トップが「正しい姿勢」を率先垂範し、倫理的行動の必要性

と重要性を幹部のみでなく一般従業員に伝える実践行動が重要である。

②統制環境の要因である「行動綱領（行動基準、行動規範等）」について、経営トップが率先垂範し、経営者自らの価値と行動

基準を言葉で伝えることが重要である。

③統制環境が好ましい状態になっている証として、「好ましい社風形成」があり、その源である「社是」や「経営理念」が社員全体

に浸透しているかどうかが重要である。

④権限と責任の範囲及び報告責任（説明責任）を明確にすることが重要である。

⑤取締役会と監査委員会の機能改善

◇統制活動の機能発揮が不十分である。→その対策は以下である

①経営トップと各業務担当責任者の間のマネジメントコントロールの再点検・見直し

②定型業務の統制活動は確立されているが、非定型業務の統制活動に不十分さが多く、中でもリスクの比較的大きい非定型

業務の統制活動の見直しが必要である。

③統制活動に係る方針の明確化（明文化）が必要である。

④統制環境の変化、その結果としてのリスクの変化に対応して統制活動を柔軟に見直し・更新することが重要である。
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４ 内部統制の成功要因は経営者の行動姿勢

４－３ 内部統制は「経営者の、経営者による、経営者のためのもの」

◇ＳＯＸは経営者に対する意識の転換を要求している
①従来、「監査人の、監査人による、監査人のための内部統制」といった議論が多かったのに対し、ＳＯＸでは、「経営者の、経営

者による、経営者のための」内部統制議論として示されており、“経営者”という視点が強く押し出されている。
②「構築された内部統制には経営者自身も従う」ということを求めており、従来の考えからすれば非常に大きな意識の転換が必
要となる。
○従来の考え→内部統制の枠組みの中に経営者自身は含まれず、経営者が、健全かつ効率的に経営を行い、利益を上げる

という目的で、経営者よりも下の社員をコントロールするための仕組みが内部統制なのだという認識だった。
○ＳＯＸ →どんなに良い仕組みを作っても、権限を持っている経営者がそれを無視したり、越権してしまっては、それは

“内部統制の限界”ということになる。
この事態を避けるためには、構築した内部統制に対しては、“経営者もそれに従うこと”が重要である。

◇世の中のキーワードは「アカウンタビリティ（説明責任）」と「トランスペアレンシー（透明性）」
①透明性ある説明責任の素材となるものが、財務諸表などの会計情報であり、これらが真実かつ公正であることを担保するの
が監査人です。不特定多数の投資家を持ち、国を越えて多くの人に影響を及ぼすような事業体の場合、社会的責任はあまり
にも大きく、財務諸表が歪められているということは、すでに事業体しての前提条件が崩れているということです。
②内部統制では、経営者の責任の下、毎年、内部統制報告書を提出することで、内部統制の状況を開示することになっている。
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４ 内部統制の成功要因は経営者の行動姿勢

４－４ 強いリーダーシップとフレキシブル内部統制

◇内部統制に対する課題・条件

①マネジメントシステムの標準化（基盤となるＭＳを選定し、その基盤システムの上にサブシステムを構築する）

②士気向上、風通しの良さにつながる職場や会社の風土醸成

③様々な内部統制の整合化（会社法、金融商品取引法、米－ＳＯＸ等）

解決するためには

◇新たな概念の内部統制が必要となる→フレキシブル内部統制

①経営者自らの経営理念に裏打ちされた企業風土のもと、シンプルなマネジメントシステムにより運営される内部統制

②根底に社会の発展に役立つという確固たる経営理念のもと、企業文化・風土の維持・発展に貢献する内部統制

③社会の変化に柔軟にマネジメントシステムの体制と運用を変化させることが出来る内部統制

④ハード面：

ａ．重要な項目についての仕組みを再編成・構築する際の、基盤となる枠組みとしてコンプライアンスＭＳを活用する

ｂ．リスクマネジメント、コーポレートガバナンスと密接に連関し、社内外の変化に迅速に低コストで対応する。

ｃ．社内への浸透を容易にする

⑤ソフト面：

ａ．経営トップがリーダーシップを発揮すること→明確かつ納得度の高い方針の提示と言行の一致）

ｂ．社会の発展に役立つという経営理念のもとで、企業文化・風土の構築と絶えざる刷新
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４ 内部統制の成功要因は経営者の行動姿勢

４－５ 好ましい内部統制／フレキシブル内部統制評価基準

Ⅰ 経営トップのリーダーシップ発揮

1
コンプライアンス、内部統制重視の方針をコミットメントとして社内外へ
表明している

2 社会と共生する倫理的企業文化が醸成されている

内部統制の構築と運営Ⅱ

1
内部統制重視の方針が、経営戦略に組み込まれ、組織体制が整備さ
れている

2
リスクマネジメント及び業務の効率的運営について、適切な対策が実
施されている

3
会計情報や財務報告の信頼性が確保され、企業情報が適正に開示さ
れている

4
適正な監査によって、内部統制全体が担保されて、市場の信頼性の
向上に努めている

担当責任者の任命、担当部署の設置、教育・研修の実施、内部通報
制度の設置等の遵守体制が整備され、適切に運営されている

3
コンプライアンス委員会の設置、意識調査の実施、人事考課への配慮
等フォローアップ体制が整備され、適切に機能している

Ⅲ コンプライアンスマネジメントシステムの構築と実践

1 行動憲章や行動基準が、社会に対して公開されている

4
コンプライアンスマネジメントシステムの構築と実践を担保する総合的
な監視体制が整備され、適正に運営されている
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フレキシブル内部統制評価基準

／５ ／５

総合計 （　　　　／１００）（　　　　／１００）（　　　　／１００）

／５ ／５

／５

総合評価

☆極めて優れている：８５点以上

☆優れている ：７０～８４点

☆普通 ：５０～６９点

☆改善を要する ：４９点以下


